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1 R3.4.7 R3.12.1

・事故報告書の提出について（平成29年3月16日付）
・服務事故報告書の提出について（平成29年9月25日付）
・事故報告書の提出について（平成30年1月25日付）
・事故報告書の提出について（平成30年2月13日付）
・事故報告書の提出について（平成30年11月19日付）
・事故報告書の提出について（平成30年11月21日付）
・事故報告書の提出について（報告）（令和元年6月10日付）
・事故報告書の提出について（令和元年5月13日付）

1 1 1 1

・当事者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等
は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるもののため
・当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示
が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等か
らの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれが
あり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため
・開示が前提となると、事故に関して、校長が自らの率直な意見を
記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の
公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁人事部
職員課

2 R3.12.2 R3.12.7

・都立町田工業高等学校（3）空調設備改修工事
・都立西高等学校(3)空調設備改修工事
・都立葛飾ろう学校(3)空調設備改修工事
・都立杉並工業高等学校(3)空調設備改修工事
・都立八王子桑志高等学校(3)空調設備改修工事
・都立北豊島工業高等学校（3）空調設備改修工事
・都立大山高等学校（3）空調設備改修工事
・都立文京高等学校（3）空調設備改修工事
代価表・共通費算定書・見積比較表

826 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

3 R3.12.6 R3.12.8 令和3年度東京都公立学校教育管理職選考実施要綱 8 1
教育庁人事部
選考課

4 R3.11.25 R3.12.9 学校マネジメント強化事業の事業内容を示す文書

本件請求に係る情報のうち、「事業内容」は、東京都のホームペー
ジにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開条例第
18条第2項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公
文書については、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当
するため却下する。

教育庁人事部
職員課

5 R3.11.25 R3.12.9
負担の大きい業務を担う教員の時数軽減の事業の内容を示す文書。また、「何を
もって負担の大きい校務と設定するか」が分かる文書

本件請求に係る情報のうち、「事業内容」は、東京都のホームペー
ジにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開条例第
18条第2項「インターネットの利用その他実施機関の定める方法によ
り公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された公
文書については、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当
するため却下する。

教育庁人事部
計画課

6 R3.11.25 R3.12.9
・都立高等学校副校長新実務必携　増補改訂版２（平成25年３月）
・都立特別支援学校副校長新実務必携　改訂版（平成22年3月）

369 1
教育庁指導部
管理課

7 R3.11.25 R3.12.9 東京都公立小・中学校副校長新実務必携 157 1
東京都教職員
研修センター

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 R3.12.17 R3.12.21

・都立町田工業高等学校（3）空調設備改修工事
・都立西高等学校(3)空調設備改修工事
・都立葛飾ろう学校(3)空調設備改修工事
・都立杉並工業高等学校(3)空調設備改修工事
・東京都教職員研修センター（3）空調設備改修工事
・都立八王子桑志高等学校(3)空調設備改修工事
・都立北豊島工業高等学校（3）空調設備改修工事
代価表・共通費算定書・見積比較表

208 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

9 R3.10.24 R3.12.23

・令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査票
・令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査票
・平成３１年度年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する
調査票

1 1 1

【調査回答項目】
・当該調査は文部科学省が実施している調査で、同省の方針に則り
学校毎の回答は公表しない事を前提としている情報であって、公に
することにより、同省からの信頼を不当に損なうことと認められる
ものであり、今後の事業運営上支障を及ぼすそれがあるため
・当該調査は文部科学省が実施している調査で、同省の方針に則り
学校毎の回答は公表しない事を前提として各校の回答を得ているこ
とから、当該情報が公になると学校からの信頼を不当に損なうこと
が認められ、今後調査を通した実態の把握が困難になるなど、事業
運営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

10 R3.10.24 R3.12.23

・平成27年6月22日付27教指企第403号「いじめ防止対策推進法の規定による重大
事態の発生について（報告）」
・平成27年6月22日付27教指企第404号「いじめ防止対策推進法の規定による重大
事態の発生について（報告）」
・平成27年11月４日付27教指企第951号「いじめ防止対策推進法の規定による重大
事態の発生について（報告）」
・平成28年１月18日付27教指企第1233号「いじめ防止対策推進法の規定による重
大事態の発生について（報告）」
・平成28年７月22日付28教指企第563号「いじめ防止対策推進法の規定による重大
事態の発生について（報告）」
・平成28年９月１日付28教指企第688号「いじめ防止対策推進法の規定による重大
事態の発生について（報告）」
・平成29年6月21日付29教指企第550号「いじめ防止対策推進法の規定による重大
事態の発生について（報告）」
・平成30年２月８日付29教指企第1508号「いじめ防止対策推進法の規定による重
大事態の発生について（報告）」
・令和元年10月11日付31教指企第1215号「いじめ防止対策推進法の規定による重
大事態の発生について（報告）」
・令和元年11月25日付31教指企第1453号「いじめ防止対策推進法の規定による重
大事態の発生について（報告）」
・令和３年３月31日付2教指企第1764号「いじめ防止対策推進法の規定による重大
事態の発生について（報告）」
・令和３年５月27日付３教指企第348号「いじめ防止対策推進法の規定による重大
事態の発生について（報告）」

1 1 1 1

【事実経過及び学校の対応等】
・当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるものであるため
・当該情報が公になると、今後同種の案件が発生した場合に、関係
者から率直な情報収集ができなくなるなど、適正な学校運営に支障
を及ぼすおそれがあるため
【上記以外の非開示箇所】
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるものであるため

教育庁指導部
管理課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

11 R3.10.28 R3.12.27

・情報教育研究校について、町田市教育委員会から送られたメール及びその添付
文書
・研究開発学校制度について、町田市教育委員会から送られたメール及びその添
付文書
・情報教育研究校について、町田市教育委員会に送ったメール及びその添付文書
・研究開発学校制度について、町田市教育委員会に送ったメール及びその添付文
書

1 1 1 1 1 1

【東京都教育委員会職員、町田市教育委員会職員、文部科学省職員
のメールアドレス】
職員が業務で使用する電子メールアドレスは、公にすることによ
り、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため
【添付ファイルのパスワード】
当該情報は、公にすることにより、セキュリティ保護に重大な影響
を及ぼし、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
【教育研究開発企画評価会議協力者氏名及び所属先、運営指導委員
会の委員氏名及び所属先、実施計画書の指導助言担当者氏名、生徒
や委員の写真、事業者の担当者氏名、招聘講師氏名及び所属先】
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるため
【事業者の印影】
事業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため
【事業者の口座情報】
事業者の口座情報は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため
【事業者の電話番号】
当該電話番号については、公表されておらず、公にすることによ
り、事業と関連のない電話をされるなど、法人に事業活動が損なわ
れるため

教育庁指導部
管理課

12 R3.10.28 R3.12.27

令和2年から本日まで●●立小学校のICT教育について
・東京都教育委員会から●●教育委員会への本件への調査記録、全ての関係者へ
の面談記録など
・旅行命令簿

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

13 R3.10.28 R3.12.27
・令和3年10月20日（水）●●教委との打合せ記録（概要）
・旅費請求内訳書（●●）（●●）

1 1 1 1

【都教委の助言事項、●●教委の発言及び都教委からの発言】
・当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるため
・●●立小学校で発生した重大事態に関する情報であって、当該情
報を公にすることにより、●●教育委員会からの信頼を不当に損な
うことと認められるものであり、今後の事業運営上支障を及ぼすお
それがあるため
【旅行の経路）】
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるため
【旅行用務、旅行先及び旅行の経路】
当該情報は事業性質上、公にすることにより、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

14 R3.10.28 R3.12.27
・●●教育委員会との間のメール、報告資料、調査記録
・旅費請求内訳書（●●）（●●）

1 1 1

【メールアドレス】
職員が業務で使用する電子メールアドレスは、公にすることによ
り、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため
【上記メールアドレス以外の部分】
・当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるため
・●●立小学校で発生した重大事態に関する情報であって、当該情
報を公にすることにより、●●教育委員会からの信頼を不当に損な
うことと認められるものであり、今後の事業運営上支障を及ぼすお
それがあるため
【旅行の経路）
・当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるため
・当該情報は、外部に公表されないという前提のもと、提供を受け
ていることから、公にすることにより●●教育委員会からの信頼を
不当に損なうことと認められるものであり、今後の事業運営上支障
を及ぼすおそれがあるため
【旅行の経路】
通勤経路及び旅行の経路については、個人に関する情報で特定の個
人を識別することはできないが、なお個人の権利利益を害するおそ
れがあるため
【旅行用務、旅行先及び旅行の経路】
当該情報は事業性質上、公にすることにより、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため

東京都多摩教
育事務所
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決定区分 （根拠規定）条例７条

15 R3.10.28 R3.12.27
・情報教育研究校について、●●立小学校との間で送受信したメール及びその添
付文書
・旅費請求内訳書（●●）（●●）

1 1 1 1

【東京都教育委員会職員及び●●市教育委員会職員のメールアドレ
ス】
職員が業務で使用する電子メールアドレスは、公にすることによ
り、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため
【学校から提供のあった写真】
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるため
【添付ファイルのパスワード】
当該情報は、公にすることにより、セキュリティ保護に重大な影響
を及ぼし、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
【リモート会議用のURL】
当該情報は、公にすることにより、今後同URLを使用したリモート会
議実施に重大な影響を及ぼし、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため
【学校から提供のあったキャプチャ画像】
当該情報は、外部に公表されないという前提のもと、提供を受けて
いることから、公にすることにより、学校からの信頼を不当に損な
うことと認められるものであり、今後の事業運営上支障を及ぼすお
それがあるため
【旅行の経路】
通勤経路及び旅行の経路については、個人に関する情報で、特定の
個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

16 R3.10.28 R3.12.27
令和2年から本日までの●●立小学校のICT教育について、３．東京都教育委員会
から●●立小学校の本件への調査記録、全ての関係者への面談記録など

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

17 R3.10.28 R3.12.27

令和2年から本日まで●●立小学校のいじめ問題について、１．●●立小学校から
東京都教育委員会に送付、報告された全ての文書、メモ、調査記録、メール、図
画など　２．東京都教育委員会から●●立小学校に送付した全ての文書、メモ、
調査記録、メール、図画など　３．東京都教育委員会から●●立小学校の本件へ
の調査記録、全ての関係者への面談記録など　４．１から３の為の旅行命令簿

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
東京都多摩教
育事務所管理
課

18 R3.10.28 R3.12.27

令和元年から本日まで●●立●●小学校の●●校長がICT教育等で取り組んでいた
ことについて
１．●●区および●●区教育委員会から東京都教育委員会へ送付した全ての文
書、メモ、メール、図画など
２．東京都教育委員会から●●区および●●区教育委員会へ送付した全ての文
書、メール、メモ、図画など
３．１と２の起案

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課
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19 R3.10.28 R3.12.27

令和2年から本日まで●●立小学校のいじめ問題とICT教育について
１．●●区および●●区教育委員会から東京都教育委員会へ送付した全ての文
書、メモ、メール、図画など
２．東京都教育委員会から●●区および●●区教育委員会へ送付した全ての文
書、メール、メモ、図画など

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

20 R3.10.28 R3.12.27

令和2年から本日まで●●立小学校のいじめ問題とICT教育について
１．●●区および●●区教育委員会から東京都教育委員会への面談の記録などの
全ての文書、メモ、メール、図画など
２．東京都教育委員会から●●区および●●区教育委員会への面談や打ち合わ
せ、面談の記録などの全ての文書、メール、メモ、図画など

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課


